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枚方市立第一中学校 

 

タブレット端末を利用するにあたっての注意事項 
（児童・生徒・保護者のみなさまは必ずお読みください） 

 

学習内容をよく理解し、より豊かな学びにするために、タブレット端末を貸し出ます。タブレット

端末は学習する上で有効なものであり、みなさんの学習に役立てるための道具となります。とて

も便利な道具ですが、誤った使い方をすれば、自分や周囲にも悪い影響を与えます。使うときは、

いつも次の３つを心がけましょう。 

 

① 安全に使う 

② 責任をもって使う 

③ 自分や相手（周囲の人）も大切にする 

 

１ 目的 

枚方市から貸し出すタブレット端末は、学習活動のために使うことが目的です。 

 

２ 使用ルール 

・学習活動に関わることに使いましょう。 

・登下校中はカバンの中に入れて持ち運ぶ等、タブレット端末が傷つかないようにしましょう。 

・カメラやビデオで撮影する際に、人が写っている場合は、無断で撮影するのではなく、相手に 

許可をとってから撮影するようにしましょう。また、物や風景などを撮影する場合は、名前や住

所、電話番号など、個人や場所が特定される情報が写り込まないよう工夫しましょう。 

・タブレット端末のシステムをリセットしたり、改造・改変したりすると、アプリケーションやネットワ 

ークの利用を制限される場合があります。そうなった場合、学習活動に支障が出ますので、安

全で正しい利用を心がけましょう。 

・Zoom などビデオ会議システムは、学びを深めるために使用するようにしましょう。また、使用

時間が長くなりすぎないように、時間を決めて使用しましょう。 

 

３ 健康について 

・長時間の使用は視力の低下など健康に影響を及ぼすことがあります。長時間画面を見ない 

ように、時間を決めて使用しましょう。 

 

４ 安全な使用について 

・特定のサイトには閲覧制限がかけられています。もしも、怪しいサイトに入ってしまった時には 

すぐに退室し、先生や保護者へ伝えましょう。 

（万が一、タブレット端末を利用するのに支障が生じたら学校へ連絡ください。） 

・自分や自分以外の個人情報（名前、住所、電話番号、写真など）はインターネット上には絶対

に上げてはいけません。（賠償責任など、学校で解決できない問題になり、保護者の責任に

なる場合があります。） 

・貸与しているタブレット端末の SIMカードを抜いたり、別の SIMカードをさしたりすると、機器

が検知します。さらに、そのことが原因で不具合が発生する可能性があります。 



・学校用のアカウント（～＠hirakata.osakamanabi.jp）以外のＧｏｏｇｌｅアカウントで、貸与し

ているタブレット端末にログインしないでください。 

・視聴が制限されているＹｏｕＴｕｂｅなどの動画を、何らかの方法で制限解除したり、ダウンロー

ドして視聴したりしないでください。 

・著作権のある文書、画像、音楽、動画などを違法に掲載しているインターネットサイトにアクセ

スし、それらを閲覧、ダウンロード、共有したりしないでください。 

・学習以外でタブレット端末を使用しないでください。また、自分以外の人のタブレット端末を勝

手に使ったりしないでください。 

 

５ 紛失・破損・故障について 

・タブレット端末本体やインターネットが使えなくなり、再起動しても元に戻らないときは、学校へ 

連絡しましょう。 

・紛失・盗難の場合は、必ず警察へ届けを出し、学校へ報告しましょう。 

・付属品についても、紛失・破損があった場合には必ず学校へ報告しましょう。 

６ その他 

・卒業・転出(市内・市外)時には、在学していた学校に返却します。 

・卒業・転出（市内・市外）時には、必ず 4点セット（端末本体・キーボード付ケース・ACアダプ 

タ・Lightningケーブル）をそろえて返却してください。返却できないものについては、弁償を 

請求する場合があります。 

・故意または、過失等により、タブレット端末が使用できない状態になった場合は、修理等の代 

金のお支払いをお願いすることがありますので、十分ご注意ください。 

・4点セット（端末本体・キーボード付ケース・ACアダプタ・Lightningケーブル）は枚方市より 

各家庭に貸与しているものです。新品ではございませんので、多少の傷や汚れ（除菌済み）に 

つきましては、ご了承ください。 

・学校へ同意書の提出をもって、貸与の条件となります。（新 1年生・転入生のみ） 

 

７ 保護者の皆様へ 

タブレット端末は、学習における様々な場面での活用を想定しています。ご家庭での使用

に関しても、各家庭においてお子様と話し合い、約束事を決める等、ご協力いただきますよう

よろしくお願いします。また、以下のお願い事項につきましても、ご確認をお願いします。 

８．枚方市立第一中学校のタブレット端末使用に関するルール 

iPad は「自分の力を高めるために使用する」こととし、「一中タイム」や調べ学習、

各教科の内容について、必要・不必要を各自で判断すること。 

〇 学校から配付されるタブレット端末は貸与ですので、大切に扱ってください。 

〇 タブレット端末の充電は、ご家庭でお願いします。 

〇 自宅にWi-Fi環境がある場合は可能な限り接続してください。 

〇 ご家庭においても、積極的に自主学習などの家庭学習に活用してください。 

〇 市内・市外問わず、転出される場合や卒業時には学校に返却していただきます。 

〇 タブレット端末の設定を勝手に変更し、動画を視聴するなどの行為は固く禁じています。 

〇 故障や破損、紛失・盗難があった場合は、速やかに学校へ連絡してください。故意に故障

や破損した場合は、弁償していただく場合があります。 


